
低入札価格調査の手続きの流れ（フロー図） 

１．公 告

７．低入札価格調査通知

参加申込者

入札参加者

調査対象者

入札参加申込

契約課から通知

８．書類の受理

※別途ヒアリング日程を調整９．調  査

１０．事情聴取
（ヒアリング）

応 札

低入札価格調査資料の提出

１１．落札者決定

１２．契  約

契約手続について連絡
落札者

３．入札締切

２．見積期間

履行に支障なし

４．開  札 ×.不 調

有効な入札がない場合、又は２回目の入
札を行ってなお、落札候補者がいない
場合

予定価格以下で、かつ失格基準価格以上の入札
をした者（落札候補者）がいる場合

５．落札候補者
への通知

落札候補者

６．資格審査

資格審査書類の提出

資格なしの場合

資格ありの場合

→ 契約手続について連絡調査基準価格以上の場合（低入札価格調査の対象外）

入札金額は調査
基準価格未満
か？ 

調査基準価格未満の場合

契約の内容に適合し
た履行がされないお
それはないか？ 履行に支障あり

※ 議会案件の場合、議決までは仮契約

※ 調査基準価格未満の場合、「５．落
札候補者への通知」時に併せて通知

契約課から通知

調査の辞退又は資料の提出
がない場合

次順位者を落札候補者とし、「５．落
札候補者への通知」に戻る。
（次順位者が失格基準価格以上、予
定価格以下の場合）

※次順位者がいない場合、２回目の入札
を行う。（「３．入札締切」に戻る。）

次順位者を落札候補者とし、「５．落
札候補者への通知」に戻る。
（次順位者が失格基準価格以上、予
定価格以下の場合）

※次順位者がいない場合、２回目の入札
を行う。（「３．入札締切」に戻る。）

２回目の入札に移る場合、ここに戻る。


